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は
じ
め
に

基
本
権
と
い
う
武
器
―
―
自
然
及
び
、
そ
れ
を
介
し
て
人
類
を
守
ろ

う
と
腐
心
し
て
い
る
全
て
の
当ア

ク
タ
ー

事
者
が
、
環
境
に
対
す
る
侵
害
を
予

防
し
、
回
復
さ
せ
る
た
め
の
よ
り
有
効
な
方
法
を
模
索
し
て
い
る
。

法
的
な
当
事
者
、
す
な
わ
ち
、
法
律
制
定
権
者
、
弁
護
士
及
び
公
証

人
、
並
び
に
市
民
社
会
の
当
事
者
、
す
な
わ
ち
、
市
民
及
び

非ア
ソ
シ
ア
シ
オ
ン

営
利
社
団
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
、
行
動
手
段
を

多
様
化
さ
せ
る
た
め
の
創
意
工
夫
を
こ
ら
し
て
い
る
。
し
ば
ら
く
の

間
、
欧
州
に
お
い
て
も
日
本（

（
（

に
お
い
て
も
、
人
格
権
が
こ
の
立
場
を

擁
護
す
る
た
め
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
が
（
生
命
へ
の
権
利
、
私

生
活
へ
の
権
利
）、
そ
う
し
た
人
格
権
を
基
本
権
化
す
る
こ
と
に
よ

り
、
措
置
の
実
効
性
を
よ
り
強
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
新
た
な
道
具
、

新
た
な
武
器
が
、
現
在
世
代
及
び
将
来
世
代
の
保
護
に
と
っ
て
無
視

し
得
な
い
潜
在
性
を
提
供
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ

ち
、
基
本
権
で
あ
る
。

環
境
権
の
基
本
権
化
―
―
一
定
の
人
格
権
は
基
本
権
と
さ
れ
る
も
の

の
、
す
べ
て
の
基
本
権
が
人
格
権
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

ム
ス
タ
フ
ァ
・
メ
キ

林　
　

 

滉　
　

 

起
／
訳

日
仏
人
格
権
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
人
格
権
お
よ
び
人
の
法
の
新
た
な
展
開
」

環
境
問
題
を
め
ぐ
る
基
本
権
の
新
た
な
展
開 

―
―
気
候
訴
訟
を
例
と
し
て
―
―

資 料
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権
利
の
基
本
権
化
は
、
基
本
権
の
拡
散
と
し
て
現
れ
、
私
的
及
び
公

的
な
領
域
の
す
べ
て
に
行
き
渡
っ
て
い
る
。
法
体
系
の
広
範
囲
に
基

本
権
が
拡
大
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
に
紛
争
の
原
因
を
見
出
す
者
た
ち

か
ら
す
れ
ば
批
判
の
余
地
が
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
観
察
す

る
者
た
ち
の
大
半
に
と
っ
て
は
、
よ
り
大
き
な
社
会
正
義
の
原
動
力

で
あ
る
と
同
時
に
、
大
い
な
る
進
歩
の
推
進
役
と
も
見
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
現
象
は
ま
た
、
環
境
権
に
資
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。

諸
外
国
の
事
例
―
―
環
境
権
は
、
ゆ
っ
く
り
と
し
た
、
漸
進
的
な
基

本
権
化
の
対
象
で
あ
る
。
欧
州
以
外
、
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
（
（
（

、
イ
ン
ド（

（
（

、
パ
キ
ス
タ
ン（

（
（

、
コ
ロ
ン
ビ
ア（

（
（

、
ブ
ラ
ジ
ル（

（
（

、
チ
リ
、

ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
方
法
に
よ
り
、
い
く
つ
も
の
訴

訟
が
な
さ
れ
た
。
国
際
連
合（

（
（

、
米
州
人
権
裁
判
所（

（
（

、
ア
フ
リ
カ
人
権

裁
判
所（

（
（

は
、
環
境
保
護
の
原
動
力
た
る
役
割
を
、
種
々
の
基
本
権
に

対
し
て
割
り
当
て
て
お
り
、
日
本（

（1
（

で
も
そ
の
よ
う
な
動
向
が
見
ら
れ

る
。
特
に
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
環
境
憲
章
が
制
定
さ
れ
、
二
〇
〇
五
年

三
月
二
日
、
憲
法
ブ
ロ
ッ
ク
に
組
み
込
ま
れ
た
が
、
こ
れ
に
は
良
好

な
環
境
へ
の
権
利
に
つ
い
て
定
め
る
一
条
と
二
条
と（

（1
（

が
含
ま
れ
て
い

る
。
日
本
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
に
憲
法
上
の
権
利
と
さ
れ
る
こ
と

は
、
な
お
途
上
に
あ
る（

（1
（

。

環
境
保
護
と
欧
州
人
権
裁
判
所
―
―
欧
州
に
お
い
て
、
欧
州
人
権
裁

判
所
は
、
環
境
に
関
す
る
い
か
な
る
定
め
も
有
し
て
い
な
い
。
も
っ

と
も
、
こ
こ
何
年
か
の
間
に
三
〇
〇
近
い
裁
判（

（1
（

が
こ
の
分
野
に
つ
い

て
な
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
、
生
命
へ
の
権
利
に
関
す
る
欧
州
人
権
条
約

二
条
、
適
正
手
続
に
関
す
る
同
条
約
六
条（

（1
（

、
私
生
活
及
び
家
族
生
活

に
関
す
る
同
条
約
八
条（

（1
（

、
差
別
禁
止
の
原
則
に
関
す
る
同
条
約
一
四

条
、
財
産
の
尊
重
へ
の
権
利
に
関
す
る
欧
州
人
権
条
約
第
一
追
加
議

定
書
一
条
を
援
用
し
て
い
る
。

地
球
温
暖
化
対
策
の
特
異
性
―
―
環
境
問
題
の
中
で
、
地
球
温
暖
化

は
、
特
別
な
位
置
づ
け
を
占
め
て
い
る
。
こ
の
事
柄
に
関
す
る
リ
ス

ク
は
特
異
で
あ
り
、
有
効
な
保
護
に
対
す
る
更
な
る
妨
げ
と
な
っ
て

い
る
。
そ
の
ひ
ね
り
（contours

）
が
、
有
効
な
保
護
に
対
す
る
支

障
に
な
り
得
る
。
す
な
わ
ち
、
保
護
の
対
象
と
な
る
利
益
は
、
世
代

を
越
え
る
も
の
で
あ
り
、
非
時
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
拡
散
し
た
も

の
で
あ
る
…
…
。
直
接
的
で
個
人
的
な
損
害
を
認
め
得
る
こ
と
は
、

ほ
と
ん
ど
な
い
。
実
質
的
な
因
果
関
係
が
、
裁
判
所
に
召
喚
さ
れ
た

者
に
つ
い
て
認
定
さ
れ
る
こ
と
も
稀
で
あ
る
。
当
該
侵
害
の
事
実
は
、

し
ば
し
ば
、
法
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ォ
ー
ト
と
し
て
の
法

性
決
定
が
困
難
な
こ
と
が
あ
る
。
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環
境
問
題
に
お
け
る
基
本
権
へ
の
期
待
―
―
こ
う
し
た
妨
げ
に
も
拘

ら
ず
、
基
本
的
な
価
値
を
有
す
る
人
格
権
は
、
新
た
な
道
を
拓
く
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
基
本
権
は
、
一
定
の
変
容
を
必
要
と
す
る
も
の
の
、

地
球
温
暖
化
対
策
の
新
た
な
有
効
な
手
段
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

別
言
す
れ
ば
、
気
候
変
動
訴
訟
に
お
け
る
基
本
権
化
を
観
察
し
、
多

く
の
こ
と
を
期
待
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
（
第
一
章
）、
そ

れ
は
、
基
本
権
の
「
気
候
問
題
化
」（« clim

atization »

）
と
呼
ば

れ
る
変
容
が
条
件
と
な
る
（
第
二
章
）。

第
一
章　

気
候
変
動
訴
訟
に
お
け
る
基
本
権
化

　

基
本
権
を
手
段
と
す
る
地
球
温
暖
化
対
策
は
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
欧

州
に
お
け
る
近
時
の
革
新
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
保
護
は
、
ま
ず
は

派
生
的
な
仕
方
で
、
つ
ま
り
、
環
境
問
題
を
直
接
に
は
対
象
と
し
な

い
諸
権
利
を
手
段
と
し
て
行
わ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
派
生

的
な
保
護
（
第
一
節
）
は
、
精
緻
化
の
過
程
に
お
い
て
、
今
と
な
っ

て
は
、
直
接
的
な
保
護
と
共
存
し
て
い
る
（
第
二
節
）。

第
一
節
　
気
候
の
派
生
的
な
保
護

　

基
本
権
を
手
段
と
す
る
気
候
の
派
生
的
な
保
護
は
、
ま
ず
、
一
定

の
諸
外
国
に
お
け
る
有
名
な
事
件
に
お
い
て
成
功
を
収
め
た
。
こ
う

し
た
外
国
に
お
け
る
諸
事
例
（
一
）
は
、
今
日
に
お
い
て
、
欧
州
人

権
裁
判
所
が
も
た
ら
す
大
胆
な
力
学
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
て
い
る

（
二
）。

一
　
外
国
に
お
け
る
諸
事
例

　

地
球
温
暖
化
対
策
は
、
国
家
及
び
企
業
に
対
す
る
独
創
的
な
訴
訟

を
も
た
ら
し
た
。
環
境
を
直
接
の
対
象
と
は
し
な
い
基
本
権
を
手
段

と
し
て（

（1
（

、
原
告
た
ち
は
、
気
候
保
護
の
た
め
の
手
段
の
有
用
性
を
強

化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
。

国
家
に
対
し
て
な
さ
れ
た
訴
訟
―
―
オ
ラ
ン
ダ
に
お
け
る
有
名
な
ウ

ル
ゲ
ン
ダ
事
件
に
お
い
て
、〔
欧
州
人
権
条
約
の
〕
生
命
へ
の
権
利

に
関
す
る
二
条
と
私
生
活
及
び
家
族
生
活
に
関
す
る
八
条
と
が
原
告

た
ち
に
よ
っ
て
援
用
さ
れ
た
の
は
、
ま
ず
も
っ
て
国
家
に
対
し
て
で

あ
っ
た
。
オ
ラ
ン
ダ
政
府
は
、
配
慮
義
務
（duty of care

）
―
―

一
般
的
な
注
意
義
務
に
近
い
概
念
―
―
違
反
の
責
任
を
問
わ
れ
た（

（1
（

の

だ
が
、
こ
れ
は
オ
ラ
ン
ダ
新
民
法
典
六
：
一
六
二
条（

（1
（

、
国
際
連
合
及

び
経
済
協
力
開
発
機
構
（
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
）
の
指
導
原
則（

（1
（

、
欧
州
連
合
及

び
構
成
国
に
よ
っ
て
二
〇
一
五
年
一
二
月
一
二
日
に
採
択
さ
れ
た
パ

リ
協
定
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
第
一
審
判
決
は
オ
ラ
ン
ダ
政
府

の
配
慮
義
務
に
依
拠
し
て
い
た
が
、
控
訴
審
判
決
及
び
オ
ラ
ン
ダ
最
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高
裁
判
決
は
む
し
ろ
、
欧
州
人
権
条
約
二
条
及
び
八
条
に
基
づ
い
て
、

積
極
的
な
義
務
へ
の
言
及
に
踏
み
込
ん
だ
。

企
業
に
対
し
て
な
さ
れ
た
訴
訟
―
―
次
い
で
、
こ
う
し
た
権
利
が
援

用
さ
れ
た
の
は
、
シ
ェ
ル
グ
ル
ー
プ
と
い
う
企
業
に
対
し
て
で
あ
っ

た
。
一
七
〇
〇
〇
人
の
市
民
か
ら
な
る
訴
訟
当
事
者
が
参
加
す
る
Ｎ

Ｇ
Ｏ
に
与
し
て
、
ハ
ー
グ
地
方
裁
判
所
は
、
二
〇
二
一
年
五
月
二
六

日
、
注
意
義
務
と
人
権
と
の
関
連
性
を
、
二
つ
の
時
的
区
分
に
基
づ

い
て
認
め
た
。
す
な
わ
ち
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
は
、
人
類
の
環

境
権
に
対
す
る
脅
威
と
な
る
。
そ
し
て
、
企
業
に
対
し
て
適
用
可
能

な
法
及
び
人
権
が
、
環
境
に
関
す
る
注
意
義
務
を
生
じ
さ
せ
る
。
地

裁
は
、
こ
の
こ
と
か
ら
、
シ
ェ
ル
社
が
二
〇
三
〇
年
に
お
け
る
二
〇

％
と
い
う
排
出
削
減
目
標
を
見
直
し
、
こ
れ
を
四
五
％
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
結
論
づ
け
た
。
こ
の
〔
ハ
ー
グ
地
方
裁
判
所
に
よ

る
〕
要
求
は
、
控
訴
審
に
付
さ
れ
た
も
の
の
、
第
一
審
判
決
で
承
認

さ
れ
た
諸
原
則
は
、
二
〇
二
四
年
一
一
月
一
二
日
の
ハ
ー
グ
控
訴
裁

判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
も
確
認
さ
れ
た（

（2
（

。

　

控
訴
裁
判
所
は
、
企
業
は
法
律
上
の
規
範
の
み
な
ら
ず
、
注
意
に

関
す
る
社
会
規
範
を
も
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
述
べ
る
。

こ
の
「
注
意
に
関
す
る
社
会
規
範
（norm

e social de 
vigilance

）」
は
、「
法
制
度
、
法
の
一
般
原
則
、
基
本
権
、
判
例
及

び
／
又
は
専
門
家
の
報
告
書
と
い
っ
た
客
観
的
な
見
地
か
ら
」
解
釈

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
義
務
は
、「
危
険
な
気
候

変
動
に
対
す
る
保
護
へ
の
人
権
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
」。

控
訴
裁
判
所
は
、
諸
外
国
に
お
け
る
裁
判
、
二
〇
二
四
年
四
月
九
日

の
欧
州
人
権
裁
判
所
の
判
決
、
及
び
国
際
連
合
に
よ
る
決
議
に
基
づ

い
て
、
欧
州
人
権
条
約
や
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際

規
約
に
お
い
て
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
生
命
へ
の
権
利
と
私
生

活
及
び
家
族
的
生
活
へ
の
権
利
と
を
参
照
し
、
そ
れ
ら
の
権
利
は

「
注
意
に
関
す
る
不
文
の
社
会
規
範
を
解
釈
す
る
に
あ
た
り
」、
実
効

性
を
も
っ
て
「
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
。
控
訴
裁

判
所
は
、
既
に
確
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
危
険
な
気
候
変
動
に

対
す
る
保
護
は
、
オ
ラ
ン
ダ
の
み
な
ら
ず
、
世
界
の
他
の
場
所
に
お

い
て
も
基
本
権
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
…
…
危
険
な
気
候
変

動
に
対
す
る
保
護
が
人
権
で
あ
る
こ
と
に
何
ら
の
疑
い
も
な
い
」
と

判
示
す
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
裁
判
の
慎
重
さ
―
―
反
対
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お

い
て
は
、
気
候
に
関
す
る
紛
争
に
つ
い
て
最
も
有
名
な
二
つ
の
訴
訟
、

す
な
わ
ち
、
世
紀
の
訴
訟
（affaire du siècle

）
及
び
グ
ラ
ン

ド
・
サ
ン
ト
市
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
た
際
、
パ
リ
地
方
行
政
裁
判
所（

（2
（

と

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ（

（2
（

は
そ
れ
ぞ
れ
、
欧
州
人
権
条
約
の
諸
条
文
を
参
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照
す
る
こ
と
を
否
定
し
、
む
し
ろ
ハ
ー
ド
ロ
ー
又
は
ソ
フ
ト
ロ
ー
に

属
す
る
多
く
の
義
務
に
照
ら
し
て
、
注
意
義
務
違
反
に
関
す
る
自
ら

の
判
決
を
基
礎
づ
け
た
。
と
り
わ
け
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
グ
ラ

ン
ド
・
サ
ン
ト
市
訴
訟
に
お
い
て
、
パ
リ
協
定
の
適
用
と
さ
れ
る
低

炭
素
戦
略
を
参
照
す
る
に
と
ど
ま
り
、
欧
州
人
権
条
約
の
二
条
や
八

条
、
環
境
憲
章
又
は
憲
法
前
文
の
諸
規
定
に
よ
っ
て
判
決
を
基
礎
づ

け
る
こ
と
を
否
定
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
諸
外
国
の
事
例
は
、
裁
判
所
間
の
対
話
の
成
果
で
あ

る
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
大
胆
な
判
例
に
依
拠

し
得
る
。

二
　
欧
州
人
権
裁
判
所
の
大
胆
さ

二
〇
二
四
年
四
月
九
日
に
お
け
る
欧
州
人
権
裁
判
所
の
三
つ
の
判
決

―
―
二
〇
二
四
年
四
月
九
日
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
大
い
に
待
ち

望
ま
れ
て
い
た
三
つ
の
判
決
を
下
し
た（

（2
（

。
第
一
の
も
の
は
、
フ
ラ
ン

ス
の
グ
ラ
ン
ド
・
サ
ン
ト
市
の
元
市
長
で
あ
る
カ
レ
ム
氏
に
よ
っ
て

起
こ
さ
れ
た
も
の
で
、
温
室
効
果
を
有
し
、
グ
ラ
ン
ド
・
サ
ン
ト
市

の
水
没
リ
ス
ク
を
上
昇
さ
せ
る
よ
う
な
ガ
ス
の
排
出
を
減
ら
す
た
め

の
国
に
よ
る
取
組
み
が
不
十
分
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
第
二
の

も
の
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
若
者
た
ち
が
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
及
び
そ
の
他

三
二
か
国
を
相
手
取
っ
て
起
こ
し
た
も
の
で
、
山
火
事
の
再
燃
が
も

た
ら
さ
れ
た
の
は
、
不
十
分
な
取
組
み
が
原
因
で
あ
る
と
主
張
し
て

い
た
。
最
後
に
第
三
の
も
の
―
―
初
め
の
二
つ
は
不
受
理
と
さ
れ
て

し
ま
っ
た
の
で
、
こ
れ
を
詳
し
く
見
て
み
よ
う
―
―
は
、
あ
る
団
体

及
び
そ
の
構
成
員
た
る
四
人
の
高
齢
女
性
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
た
も

の
で
、
何
度
も
押
し
寄
せ
る
熱
波
と
猛
暑
を
引
き
起
こ
す
地
球
温
暖

化
へ
の
対
策
と
し
て
、
ス
イ
ス
政
府
は
不
十
分
な
取
組
み
し
か
行
っ

て
こ
な
か
っ
た
と
主
張
し
て
い
た
。

　

欧
州
人
権
条
約
八
条
に
基
づ
い
て
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
次
の
よ

う
に
判
示
し
た
。「
第
八
条
は
、
個
人
の
生
命
、
健
康
、
幸
福
及
び

生
活
の
質
へ
の
気
候
変
動
の
深
刻
な
悪
影
響
に
対
す
る
、
国
家
機
関

に
よ
る
有
効
な
保
護
に
向
け
ら
れ
た
、
個
人
の
た
め
の
権
利
を
含
む

も
の
と
解
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（
五
一
九
段
）（

（2
（

。

　

派
生
的
な
保
護
は
追
い
風
に
な
る
と
し
て
も
、
直
接
的
な
保
護
の

方
が
よ
り
穏
当
で
あ
り
つ
つ
、
同
様
に
独
創
的
な
も
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
基
本
権
に
よ
る
気
候
の
直
接
的
な
保
護

　

良
好
な
環
境
へ
の
権
利
は
、
地
球
温
暖
化
へ
の
対
策
と
し
て
、
よ

り
直
接
的
な
手
段
で
あ
る
。
こ
の
良
好
な
環
境
へ
の
権
利
は
、
今
日

に
お
い
て
は
、
国
際
法
に
お
い
て
も
、
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
も
認
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め
ら
れ
て
い
る
。

国
際
法
―
―
ハ
ー
ド
ロ
ー
に
属
す
る
も
の
の
、
そ
の
決
定
的
な
突
出

部
で
あ
る
国
際
法
に
よ
る
承
認
を
、
こ
の
権
利
は
享
受
し
て
い
る
。

か
く
し
て
国
際
連
合
は
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月
八
日
の
決
議
に
お
い

て
、
安
全
・
清
潔
・
良
好
・
持
続
可
能
な
環
境
へ
の
権
利
を
承
認
し

た
。
国
連
総
会
は
、
二
〇
二
二
年
七
月
二
八
日
、「
清
潔
・
良
好
で
、

か
つ
持
続
可
能
な
環
境
へ
の
権
利
は
、
普
遍
的
な
人
権
で
あ
る
」
と

宣
言
す
る
決
議
を
採
択
し
た
。

フ
ラ
ン
ス
法
―
―
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
環
境
憲
章
が
一
条
及
び
二
条
に

お
い
て
、
良
好
な
環
境
へ
の
権
利
を
明
文
化
し
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス

の
い
く
つ
か
の
判
決
は
、
地
球
温
暖
化
対
策
を
近
い
将
来
講
じ
る
た

め
に
、
こ
の
権
利
を
よ
り
頻
繁
に
援
用
す
る
こ
と
を
予
期
さ
せ
る
。

　

た
と
え
ば
、
二
〇
二
二
年
九
月
二
〇
日
の
判
決（

（2
（

で
、
コ
ン
セ
イ

ユ
・
デ
タ
は
、
環
境
憲
章
一
条
に
基
づ
き
、
こ
の
権
利
は
、
行
政
裁

判
法
典
Ｌ
．
五
二
一
―

二
条
の
意
味
に
お
け
る
基
本
的
自
由
で
あ
る

と
判
示
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
す
べ
て
の
人
の
、
均
衡
が
取
れ
て
お

り
健
康
を
尊
重
す
る
環
境
に
生
き
る
権
利
は
、
環
境
憲
章
の
第
一
条

で
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
行
政
裁
判
法
典
Ｌ
．
五
二
一
―

二
条
の

意
味
に
お
け
る
基
本
的
自
由
と
し
て
の
性
格
を
示
す
」。

　

憲
法
院
の
方
は
と
い
え
ば
、
二
〇
一
一
年
四
月
八
日
の
判
決（

（2
（

で
、

環
境
憲
章
の
一
条
及
び
二
条
に
基
づ
き
、「
す
べ
て
の
人
」
に
課
さ

れ
る
一
般
的
な
注
意
義
務
を
承
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ら
の

規
定
よ
り
、
自
ら
の
活
動
か
ら
生
じ
得
る
環
境
へ
の
侵
害
に
つ
い
て

の
注
意
義
務
が
何
人
に
も
課
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
導
か
れ
る
」。

要
す
る
に
、
環
境
憲
章
の
一
条
及
び
二
条
は
、
注
意
義
務
の
原
則
と

環
境
に
関
す
る
責
任
と
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と

は
憲
法
が
保
障
す
る
多
く
の
権
利
及
び
自
由
に
表
れ
て
お
り
、
優
先

的
憲
法
問
題
の
根
拠
と
し
て
援
用
さ
れ
得
る
。

　

次
い
で
、
憲
章
の
一
条
を
参
照
し
つ
つ（

（2
（

、
憲
法
院
は
二
〇
二
二
年

五
月
一
三
日
の
判
決（

（2
（

で
、
そ
の
射
程
を
明
確
に
し
た
。
す
な
わ
ち
、

「
4
．
環
境
憲
章
の
一
条
は
、『
何
人
も
、
均
衡
が
取
れ
て
お
り
、
健

康
を
尊
重
す
る
環
境
に
生
き
る
権
利
を
有
す
る
』
と
定
め
る
。
5
．

そ
の
権
限
の
範
囲
内
に
お
い
て
規
定
を
設
け
、
そ
れ
以
前
の
条
文
を

修
正
す
る
こ
と
に
よ
り
、
又
は
場
合
に
よ
っ
て
、
他
の
規
定
に
代
え

る
こ
と
に
よ
り
削
除
す
る
こ
と
が
、
法
律
制
定
権
者
の
裁
量
に
委
ね

ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
環
境
憲
章
の
一
条
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
る
、

均
衡
が
取
れ
て
お
り
健
康
を
尊
重
す
る
環
境
に
生
き
る
権
利
か
ら
、

法
律
上
の
保
障
を
奪
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
6
．
こ
の
権
利
を
行

使
す
る
こ
と
に
つ
き
、
法
律
制
定
権
者
に
よ
っ
て
設
け
ら
れ
る
制
限

は
、
憲
法
上
の
要
請
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
、
又
は
一
般
利
益
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と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ

追
求
さ
れ
る
目
的
と
の
権
衡
が
取
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」。

ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
の
大
胆
さ
―
―
こ
の
権
利
が
最
も
顕
著
に
確
立

さ
れ
た
の
は
ド
イ
ツ
に
お
い
て
で
あ
り
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
の
ド
イ

ツ
憲
法
裁
判
所
は
、
二
〇
二
一
年
三
月
二
四
日
、
良
好
な
環
境
へ
の

権
利
を
、
他
の
全
て
の
権
利
の
第
一
条
件
と
し
た（

（2
（

。
す
な
わ
ち
、

「
主
観
的
な
側
面
に
お
い
て
、
基
本
権
は
―
―
自
由
の
非
時
間
的
な

保
障
と
し
て
―
―
基
本
法
〔
憲
法
〕
二
〇
ａ
条
に
よ
っ
て
課
さ
れ
て

い
る
義
務
の
、
将
来
に
向
け
た
一
方
的
な
先
延
ば
し
に
対
し
て
対
抗

す
る
。
加
え
て
、
客
観
的
な
側
面
に
お
い
て
、
基
本
法
〔
憲
法
〕
二

〇
ａ
条
に
お
い
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
保
護
義
務
は
、
将
来
世
代
を

考
慮
す
る
要
請
を
含
む
も
の
で
あ
る
」。

　

気
候
変
動
対
策
が
、
基
本
権
と
い
う
法
的
な
武
器
に
よ
っ
て
強
化

さ
れ
る
と
し
て
も
、
他
方
に
お
い
て
、
基
本
権
は
、
気
候
問
題
の
特

異
性
に
応
じ
る
た
め
に
変
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
さ
ら

に
い
っ
そ
う
変
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、

基
本
権
の
「
気
候
問
題
化
」
と
形
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章　

基
本
権
の
「
気
候
問
題
化
」

　

基
本
権
を
手
段
と
す
る
気
候
変
動
対
策
は
、
特
効
薬
で
は
な
い
。

民
事
責
任
の
諸
要
件
（
発
生
事
実
、
損
害
及
び
因
果
関
係
）
又
は
手

続
上
の
要
求
―
―
と
り
わ
け
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
も
の
―
―
が
、

乗
り
越
え
が
た
い
障
壁
と
な
っ
て
い
る
。

　

基
本
権
の
気
候
問
題
化
が
、
気
候
変
動
対
策
に
大
い
に
資
す
る
よ

う
な
基
本
権
の
変
容
を
意
味
す
る
と
し
て
も
（
第
一
節
）、
近
時
の

判
決
に
お
い
て
見
ら
れ
る
変
容
は
、
依
然
と
し
て
、
あ
ま
り
に
も
限

定
的
な
も
の
で
あ
る
（
第
二
節
）。

第
一
節
　
基
本
権
の
変
容

　

基
本
権
の
取
扱
い
は
、
気
候
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
で
一
定
の
変

容
を
受
け
る
。
三
つ
の
特
殊
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
評
価
の
余
地
（m

arge d’appréciation

〔m
argin of 

appreciation

〕）
が
国
家
に
つ
い
て
縮
減
さ
れ
る
の
に
伴
う
、
権

利
の
水
平
化
（horizontalisation des droits

）、
非
営
利
社
団
の

活
動
を
よ
り
広
く
受
容
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
権
利
の
客
観
化

（objectivation des droits

）、
及
び
「
注
意
に
関
す
る
社
会
規
範
」

の
登
場
で
あ
る
。
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直
接
的
な
水
平
的
効
果
と
間
接
的
な
水
平
的
効
果
―
―
伝
統
的
に
、

欧
州
人
権
条
約
に
お
け
る
諸
権
利
は
、
垂
直
的
な
観
点
か
ら
考
察
さ

れ
て
き
た
。
つ
ま
り
、
個
人
を
国
家
か
ら
保
護
し
、
個
人
が
国
家
に

対
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
後
、
条
約
の
諸
効
果
の
水
平
化
と
い
う
現
象
が
確
認
さ
れ

た
。

　

水
平
的
効
果
は
、
ま
ず
、
間
接
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、

私
人
間
に
お
け
る
権
利
の
実
効
性
を
国
家
が
保
障
す
る
た
め
に
、
国

家
に
対
し
て
積
極
的
な
義
務
を
課
す
こ
と
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
次

の
点
に
は
留
意
し
て
お
こ
う
。
す
な
わ
ち
、
責
任
を
問
わ
れ
る
国
家

は
、
原
則
と
し
て
、
広
範
な
評
価
の
余
地
を
有
し
て
お
り
、
実
施
す

べ
き
方
策
に
関
す
る
全
き
自
由
を
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。

　

こ
の
水
平
的
効
果
は
、
次
い
で
、
す
ぐ
に
直
接
的
な
も
の
と
な
り
、

私
人
間
に
お
い
て
欧
州
人
権
条
約
が
遵
守
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
、
私
人
が
援
用
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

　

気
候
に
関
し
て
は
、
二
〇
二
四
年
四
月
九
日
に
欧
州
人
権
裁
判
所

に
よ
っ
て
出
さ
れ
た
判
決
に
よ
り
、
間
接
的
な
水
平
的
効
果
が
、
優

れ
て
独
創
的
な
変
容
を
被
っ
た
。

気
候
に
関
す
る
独
創
的
な
間
接
的
水
平
的
効
果
―
―
ス
イ
ス
の
事
案

に
お
い
て
、〔
欧
州
人
権
〕
裁
判
所
は
、
国
家
が
一
定
の
義
務
を
課

さ
れ
る
こ
と
を
判
示
し
た
（
前
出
五
六
〇
段
以
下
）。
裁
判
所
に
よ

れ
ば
、
気
候
変
動
と
関
連
す
る
有
害
な
結
果
及
び
危
険
か
ら
生
じ
る
、

個
人
の
生
命
、
健
康
、
幸
福
及
び
生
活
の
質
へ
の
深
刻
な
悪
影
響
に

対
す
る
国
家
機
関
に
よ
る
有
効
な
保
護
を
享
受
す
る
権
利
を
、
個
人

は
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る
（
五
一
九
段
及
び
五
四
四
段
以
下
）。

　

次
に
裁
判
所
は
、
評
価
の
余
地
に
関
す
る
優
れ
て
独
創
的
な
見
方

を
採
用
す
る
に
至
っ
た
。
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、
国
家
が
気
候
に
関
す

る
目
標
を
修
正
す
る
に
あ
た
り
、
気
候
に
関
す
る
国
際
的
な
義
務
を

考
慮
し
て
、
国
家
は
「
縮
減
さ
れ
た
余
地
」
を
有
す
る
と
さ
れ
る
。

二
〇
二
四
年
一
一
月
一
二
日
の
シ
ェ
ル
事
件
に
お
い
て
、
評
価
の
余

地
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
縮
小
化
さ
れ
た
見
方
が
確
認
さ
れ
た
。
シ

ェ
ル
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
国
家
に
対
し
て
、
主
と
し
て
政
策
的

な
理
由
か
ら
広
範
な
評
価
の
余
地
を
残
し
た
以
上
、
民
事
裁
判
所
が

そ
の
制
限
の
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
よ
う
と
試
み

た
。
控
訴
裁
判
所
は
、
シ
ェ
ル
が
気
候
変
動
対
策
を
行
う
具
体
的
な

法
的
義
務
を
民
事
裁
判
官
が
認
め
る
権
限
ま
で
を
、
評
価
の
余
地
が

制
限
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
述
べ
て
、
か
か
る
主
張
を
否
定
し

た
。

　

講
ず
べ
き
方
策
に
関
し
て
、
た
し
か
に
国
家
は
「
広
範
な
」（
前
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出
五
四
三
段
）
評
価
権
限
を
有
し
て
い
る
。
国
家
は
、「
適
切
か
つ

一
貫
し
た
仕
方
で
」（
前
出
五
四
八
段
）
振
舞
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
採
ら
れ
る
措

置
が
そ
う
で
あ
る
の
は
、
国
家
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
規
制
的
な
枠
組

み
の
範
囲
内
に
あ
る
場
合
で
あ
る
旨
を
述
べ
て
、
こ
の
裁
量
の
方
向

づ
け
を
し
、
ス
イ
ス
政
府
が
従
う
べ
き
気
象
学
を
詳
述
し
た
。
最
後

に
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
国
家
が
自
ら
の
評
価
の
余
地
の
制
限
を

越
え
な
か
っ
た
こ
と
を
審
査
す
る
た
め
の
手
続
的
な
保
障
を
求
め
た

（
六
三
一
―

六
三
二
段
）。

基
本
権
の
客
観
化
―
―
紛
争
の
客
観
化
は
、
人
格
権
を
基
礎
に
置
い

た
だ
け
で
は
可
能
と
な
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
人
格
権
は
主
観
的

に
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
明
示
的
に
認
め
ら
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
は
な
く
、
基
本
権
を
手
段
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
客
観
化
が

考
え
ら
れ
得
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
二
〇
二
四
年
四
月
九
日
の
判

決
に
お
い
て
、
非
営
利
社
団
の
訴
え
は
受
理
可
能
で
あ
る
と
欧
州
人

権
裁
判
所
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

は
非
常
に
稀
で
あ
る
。
特
別
な
事
由
の
み
が
、
例
外
的
な
受
理
可
能

性
を
正
当
化
し
得
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
マ
出
身
で
、
精
神
疾
患
が
あ

り
、
Ｈ
Ｉ
Ｖ
を
患
い
、
法
定
代
理
人
の
い
な
い
個
人
の
利
益
を
守
る

た
め
に
、
こ
の
者
の
権
利
の
有
効
性
の
名
に
お
い
て
、
訴
訟
を
提
起

し
た
非
営
利
社
団
が
そ
の
例
で
あ
る（

（3
（

。

　

こ
の
よ
う
な
非
営
利
社
団
は
、
脆
弱
な
者
を
保
護
す
る
た
め
に
、

又
は
複
雑
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
訴
訟
を
提
起
す
る
た
め
に
不
可
欠
な

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
欧
州
人
権
裁
判
所
が
、
二
〇
二
四
年
四
月

九
日
、
二
〇
〇
四
年
四
月
二
七
日
のGorraiz Lizarraga et 

autres c/ Espagne

〔Gorraiz Lizarraga and O
thers v. 

Spain

〕
判
決
を
引
用
し
つ
つ
、
確
認
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
現
在
の
社
会
に
お
い
て
、
市
民
が
特
に
複
雑
な
行
政
行

為
に
直
面
し
た
と
き
、
非
営
利
社
団
の
よ
う
な
団
体
に
頼
る
こ
と
が
、

市
民
に
と
っ
て
は
自
ら
の
特
定
の
権
利
の
有
効
な
保
護
を
確
実
な
も

の
と
す
る
た
め
に
ア
ク
セ
ス
し
得
る
手
段
の
一
つ
で
あ
り
、
時
に
唯

一
の
手
段
で
あ
る
」（
四
八
九
段
）。
気
候
に
つ
い
て
も
、
こ
の
こ
と

が
当
て
は
ま
る
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
全
人
類
の
関
心
事
で
あ

る
気
候
変
動
の
特
別
な
性
質
と
、
こ
の
分
野
に
お
け
る
世
代
間
の
努

力
の
分
配
を
最
適
化
す
る
こ
と
の
必
要
性
と
が
、
裁
判
所
に
持
ち
込

ま
れ
た
気
候
訴
訟
を
遂
行
す
る
非
営
利
社
団
に
と
っ
て
有
利
に
働
く
。

…
…
こ
れ
は
、
各
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
負
担
に
お
い
て
開
始
す
る
手

続
に
専
ら
依
拠
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
気
候
変
動
の
悪
影
響
に
現
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
又
は
そ
の
虞
が
あ
る
諸
個
人
の
基
本
権
の
保
護
を

得
る
目
的
に
お
い
て
、
非
営
利
社
団
が
訴
訟
を
提
起
す
る
こ
と
の
正

当
化
の
重
要
性
を
認
め
る
と
い
う
、
特
別
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
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る
」（
四
九
九
段
）。

合
理
的
な
注
意
に
関
す
る
基
準
の
確
立
―
―
現
行
法
を
超
え
る
よ
う

な
、
気
候
訴
訟
に
お
け
る
基
本
権
の
介
在
は
、
注
意
に
関
す
る
社
会

規
範
と
い
う
観
念
を
醸
成
し
、
一
種
の
新
た
な
根
本
規
範

（Grundnorm
）
と
し
て
、
法
律
の
上
位
に
お
い
て
、
裁
判
官
の
評

価
指
針
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
こ
れ
は
シ
ェ
ル
事
件
に
お
け
る
二

〇
二
四
年
一
一
月
一
二
日
の
控
訴
審
判
決
に
よ
る
示
唆
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、「
注
意
に
関
す
る
社
会
規
範
は
、
欧
州
人
権
条
約
二
条
及

び
八
条
並
び
に
国
際
連
合
及
び
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
の
指
導
原
則
と
い
っ
た
ソ

フ
ト
ロ
ー
に
基
づ
い
て
解
釈
さ
れ
る
が
、
化
石
燃
料
の
生
産
者
に
対

し
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
責
任
を
負
う
よ
う
に
義
務
づ
け
る
も
の
で

あ
る
」。
控
訴
審
判
決
は
、
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
。「
注
意
に
関

す
る
社
会
規
範
」
は
、「
法
制
度
、
法
の
一
般
原
則
、
基
本
権
、
判

例
及
び
／
又
は
専
門
家
の
報
告
書
と
い
っ
た
客
観
的
な
見
地
か
ら
」

解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
〔
基
本
権
の
〕
変
容
は
、
顕
著
で
相
当
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、

依
然
と
し
て
限
定
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。

第
二
節
　
基
本
権
の
限
定
的
な
変
容

　

気
候
訴
訟
に
お
け
る
基
本
権
化
の
動
向
が
気
候
変
動
対
策
を
強
化

す
る
た
め
に
は
、
新
た
な
変
容
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
理

解
す
る
た
め
に
は
、
判
決
文
の
完
全
で
包
括
的
な
実
効
性
に
対
す
る

歯
止
め
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
四
つ
の
原
則
を
問
題
に

す
る
の
が
適
切
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
原
則
と
は
、
補
充
性
の
原
則

（principe de subsidiarité

）、
実
質
性
の
原
則
（principe de 

substantialité

）、
属
人
性
の
原
則
（principe de personnalité

）、

及
び
属
地
性
の
原
則
（principe de territorialité

）
で
あ
る
。

補
充
性
の
原
則
―
―
欧
州
人
権
裁
判
所
に
訴
訟
を
提
起
す
る
に
は
、

国
内
法
上
の
す
べ
て
の
手
段
を
事
前
に
講
じ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と

な
る
（
欧
州
人
権
条
約
三
四
条
）、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
気
候
問
題
に
関
し
て
、
気
候
問
題
の
緊
急
性
を

理
由
と
す
る
対
策
の
実
効
性
に
対
す
る
妨
げ
と
な
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
補
充
性
の
原
則
は
、
二
〇
二
四
年
四
月
九
日
に
お
け
る
諸
事
案

の
一
つ
に
お
い
て
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
よ
り
確
認
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
。
実
際
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
の
若
者
た
ち
の
事
案
で
は
、
法
的
手

段
を
尽
く
し
た
か
否
か
と
い
う
要
件
が
、
彼
ら
の
訴
え
の
不
受
理
に

つ
な
が
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
彼
ら
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
お
い
て
、
い

か
な
る
手
段
も
講
じ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
国
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内
法
上
の
手
段
を
既
に
尽
く
し
た
か
否
か
と
い
う
要
件
を
欧
州
人
権

裁
判
所
が
免
除
す
る
こ
と
が
あ
る
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
判
例
は

確
立
し
て
お
り
、
変
わ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
こ
の
原
則
が
、
か
か
る
〔
気
候
問
題
に
関
す
る
〕
事
案
に
お
い

て
確
立
さ
れ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
気
候
変
動
の
緊
急
性

に
直
面
し
た
場
合
、
こ
の
要
求
〔
補
充
性
の
原
則
〕
を
緩
和
す
べ
き

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

実
質
性
の
原
則
―
―
欧
州
人
権
裁
判
所
へ
の
訴
訟
提
起
は
、
保
護
さ

れ
る
べ
き
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
こ
と
の
単
な
る
不
確
実
な
危
険
に
よ

っ
て
は
基
礎
づ
け
ら
れ
な
い
。
権
利
侵
害
の
発
生
の
確
実
性
が
あ
っ

て
初
め
て
、
足
り
る
も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
し
か
に
、

将
来
に
お
け
る
侵
害
を
理
由
と
し
て
、
例
外
的
に
、
原
告
が
被
害
者

と
し
て
法
性
決
定
さ
れ
た
こ
と
は
あ
る
。〔
し
か
し
、〕
ス
イ
ス
政
府

に
対
す
る
訴
訟
に
お
い
て
は
、
相
当
程
度
に
重
大
な
損
害
が
存
在
し

な
い
こ
と
を
理
由
に
、
個
人
と
し
て
の
原
告
た
ち
の
訴
え
の
不
受
理

が
正
当
化
さ
れ
た
。
気
候
問
題
に
つ
い
て
は
、
地
球
温
暖
化
に
つ
い

て
確
証
さ
れ
て
い
る
科
学
的
な
影
響
を
理
由
に
、
こ
の
要
件
が
緩
和

さ
れ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。

属
人
性
の
原
則
―
―
欧
州
人
権
裁
判
所
に
お
い
て
訴
え
が
認
め
ら
れ

る
た
め
に
は
、
属
人
的
か
つ
直
接
的
な
利
益
に
対
す
る
侵
害
を
証
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
欧
州
人
権
条
約
三
四
条
）。
こ
の
よ
う
な

要
求
が
な
け
れ
ば
、
集
団
訴
訟
へ
の
道
が
拓
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
。
欧
州
人
権
条
約
に
よ
っ
て
直
接
的
に
対
象
と
さ
れ
た
主
観
的

権
利
へ
の
侵
害
だ
け
が
、
訴
え
を
受
理
可
能
な
も
の
と
し
て
い
る（

（3
（

。

個
人
又
は
非
営
利
社
団（

（3
（

は
、
原
則
と
し
て
、
一
般
利
益
又
は
集
団
的

利
益
の
名
に
お
い
て
、
欧
州
人
権
裁
判
所
に
提
訴
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
環
境
を
考
慮
す
る

た
め
に
、
様
々
な
条
文
の
発
展
的
な
解
釈
を
既
に
認
め
て
い
た
の
で

あ
り
、
そ
の
進
展
は
明
ら
か
で
あ
る（

（3
（

。
近
い
将
来
、
人
権
の
気
候
問

題
化
は
、
良
好
な
環
境
へ
の
権
利
を
明
文
化
す
る
た
め
に
欧
州
人
権

条
約
へ
の
新
た
な
追
加
議
定
書
が
定
め
ら
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
、
い

っ
そ
う
強
ま
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
全
国
人
権

諮
問
委
員
会
（
Ｃ
Ｎ
Ｃ
Ｄ
Ｈ
）
及
び
欧
州
評
議
会
の
議
員
会
議

（A
ssem

blée parlem
entaire du Conseil de l’Europe

）
が
推

進
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る（

（3
（

。
仮
に
将
来
、
こ
の
要
求
〔
属
人
性
の
原

則
〕
も
ま
た
、
気
候
問
題
に
関
し
て
緩
和
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ

り
得
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
二
〇
二
四
年
四

月
九
日
の
時
点
で
は
、
そ
れ
を
拒
ん
で
い
た
。
す
な
わ
ち
、
ス
イ
ス

の
事
案
に
お
い
て
、
四
人
の
高
齢
女
性
た
ち
が
、
気
候
変
動
に
関
連

す
る
猛
暑
か
ら
生
じ
る
、
自
ら
に
対
す
る
重
大
な
悪
影
響
を
十
分
に
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証
明
し
て
い
な
い
と
判
示
し
て
い
た
。「
気
候
変
動
の
分
野
に
お
い

て
は
、
誰
も
が
一
定
の
仕
方
や
範
囲
に
お
い
て
、
当
該
悪
影
響
に
直

接
に
晒
さ
れ
得
る
か
、
直
接
に
晒
さ
れ
る
現
実
の
危
険
が
あ
り
得

る
」。
カ
レ
ム
事
件
に
お
い
て
も
、
原
告
は
既
に
グ
ラ
ン
ド
・
サ
ン

ト
市
に
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
グ
ラ
ン
ド
・
サ
ン
ト
市
と
の

い
か
な
る
正
当
な
関
連
性
も
示
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

多
く
の
裁
判
に
つ
い
て
、
こ
の
要
求
〔
属
人
性
の
原
則
〕
が
存
在

す
る
。
そ
れ
故
、
行
政
裁
判
所
に
お
い
て
、
良
好
な
環
境
で
生
き
る

権
利
又
は
〔
環
境
の
保
全
及
び
改
善
に
〕
参
加
す
る
権
利
の
侵
害
に

関
す
る
越
権
訴
訟
は
、
お
よ
そ
行
政
処
分
と
は
異
な
り
、
訴
え
の
利

益
が
な
い
か
ら
認
め
ら
れ
な
い（

（3
（

。

属
地
性
の
原
則
―
―
こ
の
原
則
は
、
二
〇
二
四
年
四
月
九
日
に
お
け

る
三
つ
の
判
決
の
う
ち
、
原
告
が
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
で
あ
っ
た
事
案
に

お
い
て
、
完
全
に
例
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
訴
訟
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル

に
加
え
て
、
三
二
か
国
を
相
手
取
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。〔
こ
れ
ら

の
国
々
と
〕
裁
判
と
の
関
係
性
が
十
分
に
証
明
さ
れ
て
い
た
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
か
く
し
て
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
敢
え
て
裁
判
の

超
領
域
的
な
性
質
を
採
用
す
る
こ
と
、
普
遍
的
な
裁
判
の
よ
う
に
思

わ
れ
る
こ
と
を
拒
ん
だ
。
し
か
し
、
気
候
問
題
の
危
機
と
緊
急
性
と

を
理
由
に
、
欧
州
人
権
条
約
を
普
遍
的
な
人
権
条
約
と
す
る
よ
う
な
、

大
胆
な
承
認
を
正
当
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
？　

議
論
は
尽
き
て
い
な
い
…
…
。

　

人
格
権
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
人
格
権
が
基
本
権
化
す
る
こ
と

は
、
欧
州
及
び
日
本
に
お
い
て
、
一
般
的
に
環
境
権
の
有
用
な
保
護

手
段
と
し
て
、
特
に
気
候
変
動
の
対
策
と
し
て
、
最
も
実
効
性
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
1
）　N

. O
kubo, Problèm

es environnem
entaux et pouvoir 

judiciai re au Japon, in La judiciar isation des enjeux 
sociaux et environnem

entaux au Japon : continuités, 
transform

ations, évolutions, Ebisu, Etudes japonaises, 
60/2023, p. 141 et s., https://doi.org/10.4000/ebisu.9037

（
2
）　M

ontana First Judicial D
istrict Court Lew

is A
nd 

Clark County Rikki H
eld, et al., v. State of M

ontana n
o 

CD
V
-2020-307, https://m

ontanafreepress.org/held-v-
m
ontana-clim

ate-trial/#:~:t ext=Filed%
20in%

20M
arch%

20
2
0
2
0
%

2
0
a
n

d
%

2
0
s
c
h

e
d

u
le

d
%

2
0
to

%
2
0

begin,constitutional%
20right%

20to%
20a%

20clean%
20

and%
20healthful%

20environm
ent.

ハ
ー
グ
控
訴
裁
判
所
の
判

決
以
降
、
新
た
な
展
開
が
見
ら
れ
る
。V

. spéc. M
ontana Supr. 

Court, 18‌ déc. 2024, 2024 M
T
 312 D

A
 23-0575 : https://
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law
.justia.com

/cases/m
ontana/suprem

e-court/2024/da-
23-0575.htm

l.

こ
れ
に
よ
る
と
、
法
律
が
温
室
効
果
ガ
ス
の
考
慮
を

制
限
し
た
と
こ
ろ
、
環
境
の
評
価
に
お
け
る
気
候
変
動
の
影
響
が
、

持
続
的
な
気
候
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
、
原
告
の
憲
法
上
の
権
利
を
侵

害
し
て
い
る
も
の
と
さ
れ
た
。

（
3
）　Indian SC, 25‌ avr. 2024, M

. K
. Ranjitsinh et a. c/ 

U
nion of India: 20754_2019_1_25_51677_Judgem

ent_21-
M

ar-2024.pdf  

（sci.gov.in
）, 

§ 25.

こ
れ
に
よ
る
と
、
健
康
的
・

持
続
的
で
、
気
候
変
動
の
不
確
実
性
に
影
響
さ
れ
な
い
環
境
な
く
し

て
、
生
命
へ
の
権
利
が
完
全
に
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
強
調

さ
れ
た
。
裁
判
所
は
、
健
康
へ
の
権
利
と
平
等
へ
の
権
利
と
が
問
題

に
な
る
と
考
え
た
。
裁
判
所
相
互
の
対
話
を
分
析
す
る
と
、
イ
ン
ド

の
最
高
裁
判
所
が
ウ
ル
ゲ
ン
ダ
判
決
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。

（
4
）　CA

 Lahore, 4‌ sept. 2015, n
o 25501/2015, Leghari c/ 

Féd. du Pakistan.

気
候
変
動
は
、
水
及
び
食
糧
へ
の
ア
ク
セ
ス

に
対
す
る
深
刻
な
脅
威
で
あ
り
、
何
よ
り
も
、
生
命
へ
の
権
利
の
侵

害
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
5
）　Cour suprêm

e, 5‌ avr. 2018, https://cortesuprem
a.

gov.co/corte/index.php/2018/04/05/corte-suprem
a-

ordena-proteccion-inm
ediata-de-la-am

azonia-colom
biana/

（
6
）　Suprem

o T
ribunal Federal 

（Brésil

）, 1er juill. 2022, 
PSB, P-SO

L, PT
, RED

E c/ U
nião 

（2022

） A
D
PF 708.

こ
れ

に
よ
る
と
、
気
候
変
動
は
憲
法
問
題
で
あ
り
、
環
境
に
関
す
る
条
約

は
人
権
に
関
す
る
条
約
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

（
7
）　https://w

w
w
.ohchr.org/fr/special-procedures/sr-

environm
ent

（
8
）　A

vis consultatif O
C-23/17 du 15‌ nov. 2017.

こ
れ
は
次

の
よ
う
に
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
、「
い
く
つ
も
の
人
権
の
享
受
及
び

行
使
は
、
環
境
の
保
護
と
深
く
関
係
し
て
お
り
、
良
好
な
環
境
へ
の

権
利
は
、
他
の
基
本
権
の
享
受
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
う

え
で
、
良
好
な
環
境
へ
の
権
利
を
「
自
律
的
な
人
権
」
と
定
義
す
る
。

L
. H

ennebel et H
. T

igroudja, L
e droit à un 

environnem
ent sain com

m
e droit de l’hom

m
e. 

O
bservations sur l’avis consultatif de la C

our 
interam

éricaine des droits de l’hom
m

e n
o 23, 

environnem
ent et droits de l’hom

m
e : A

nn. fr. dr. int. 
2019, n

o 65, p. 415.

（
9
）　https://w

w
w
.iucn.org/fr/new

s/w
orld-com

m
ission-

en
v
iron

m
en

tal-law
/202012/la-p

rotection
-d

e-
lenvironnem

ent-par-les-juridictions-africaines-avancees-
nationales-et-regionales-them

e-du-num
ero-52020-de-la-

revue-africaine-de-droit-de  ; https://w
w
w
.m

oged.ifdd.
francoph onie.org/index.php/fr/publications/
dow

nload/92/883/19 ?m
ethod=view

（
10
）　K

esuke M
ark A

be, Les droits de la nature au Japon 
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: concrétiser la vision alternative, Seikei H
ôgaku n

o 98, p. 
98‌ et s.

（
11
）　

第
一
条　

何
人
も
、
均
衡
が
取
れ
て
お
り
、
健
康
を
尊
重
す
る

環
境
に
生
き
る
権
利
を
有
す
る
。

　
　

第
二
条　

何
人
も
、
環
境
の
保
全
及
び
改
善
に
取
り
組
む
義
務

を
負
う
。

（
12
）　M

. U
eno, Constitution et environnem

ent, A
nnuaire 

annuelle de justice constitutionnelle, X
X
X
V
-2019, p. 399 

et s. A
dde, H

. T
erao, L’évolution de la conception du 

droit de l’environnem
ent au Japon, D

roit et ville  A
nnée 

1995  40‌  p. 117 et s.

（
13
）　https://w

w
w
.echr.coe.int/docum

ents/d/echr/Guide_
Environm

ent

（
14
）　CED

H
, 25‌ nov. 1993, série A

 n
o 279-B, Zander c/ 

Suède, 

§ 27.

第
六
条
は
、
廃
棄
物
を
保
管
し
、
処
理
す
る
業
者
に

対
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
許
可
を
、
訴
訟
当
事
者
が
裁
判
に
よ
っ
て

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
仕
組
み
を
一
切
有
し
て

い
な
か
っ
た
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
法
を
、
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
す
る
こ
と
が
で

き
た
。

（
15
）　CED

H
, 8‌ juill. 2003, n

o 36022/97, H
atton c/ Royaum

e-
U
ni, A

JD
A
 2003. 1924, chron. J.-F. Flauss.

さ
ら
に
裁
判
所
は
、

欧
州
人
権
条
約
八
条
に
基
づ
い
て
、
環
境
に
関
す
る
裁
判
へ
の
権
利

の
侵
害
を
サ
ン
ク
シ
ョ
ン
し
た
。

（
16
）　

欧
州
人
権
条
約
の
条
文
で
は
な
い
も
の
の
、
将
来
世
代
を
間
接

的
に
保
護
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
、
子
ど
も
の
権
利
に
基
づ
い
て
、

裁
判
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
、
構
造
的
で
間
接
的
な
差

別
が
カ
ナ
ダ
の
裁
判
で
問
題
と
な
っ
た
際
に
は
、
カ
ナ
ダ
基
本
権
憲

章
の
七
条
（
生
命
及
び
安
全
へ
の
権
利
）
及
び
平
等
へ
の
権
利
に
関

す
る
一
五
条
並
び
に
ケ
ベ
ッ
ク
州
基
本
権
憲
章
の
一
条
が
根
拠
と
さ

れ
た
。

（
17
）　C

our de district de La H
aye, 24‌ juin 2015, aff. 

C/09/456689/H
A
 ZA

 13-1396. - CA
 La H

aye, ch. civ., 9‌ 
oct. 2018, n

o 200.178.245/01, É
tat des Pays-B

as c/ 
Fondation U

rgenda. - Cour suprêm
e des Pays-Bas, 20‌ 

déc. 2019, n
o 19/00135 : Énergie - Env. - Infrastr. 2020, 

com
m
. 6.

（
18
）　

本
条
は
フ
ォ
ー
ト
を
違
法
な
行
為
と
定
義
し
て
お
り
、「
権
利

の
侵
害
、
法
律
上
の
義
務
又
は
取
引
に
お
い
て
適
切
な
こ
と
を
定
め

る
不
文
の
規
則
に
違
反
す
る
作
為
又
は
不
作
為
は
、
正
当
な
事
由
の

な
い
限
り
、
違
法
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。

（
19
）　

企
業
の
責
任
あ
る
行
動
に
向
け
た
注
意
義
務
に
関
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ

Ｄ
の
指
針
（https://w

w
w
.oecd.org/fr/daf/inv/m

ne/Guide-
O
C
D
E
-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-

responsable-des-entreprises.pdf

）。

（
20
）　C

A
 La H

aye, 12‌ nov. 2024, n
o 200.302.332/01, 

M
ilieudefensie et a. c/ Royal D

utch Shell. Sur cette 
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affaire, v. Fr.-G. T
rébulle, A

ffaire Shell : un éclairage sur 
la possible responsabilité clim

atique des entreprises ?, 
Énergie - Environnem

ent - Infrastructures n
o 2, Février 

2025, étude 4.

（
21
）　T

A
 Paris, 3‌ févr. 2021, n

o 1904967: JurisD
ata n

o 2021-
000979; T

A
 Paris, 14‌ oct. 2021, n

o 1904967: JurisD
ata n

o 
2021-016096.

（
22
）　CE, 19‌ nov. 2020, n

o 427301, Cne Grande Synthe : 
JurisD

ata n
o 2020-018732 ; T

A
 Paris, 22‌ déc. 2023, n

o 
2321828/4-1.

（
23
）　Spéc. CED

H
, gde ch., 9‌ avr. 2024, n

o 53600/20, V
K
S : 

Énergie - Env. - Infrastr. 2024, dossiers 22‌ à 26‌ et les réf.

（
24
）　

気
候
に
関
し
て
考
慮
さ
れ
る
こ
と
が
、
環
境
一
般
に
つ
い
て
も

妥
当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
タ
タ
ー
ル
人
に
つ
い
て
の
判
決
は
、

良
好
な
環
境
一
般
へ
の
権
利
を
承
認
し
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
欧
州
人
権
裁
判
所
は
、
当
該
判
決
に
つ
き
、
そ

の
よ
う
な
理
解
を
採
ら
な
い
。

（
25
）　CE ord. 20‌ sept. 2022, n

o 451129.

（
26
）　Cons. const. 8‌ avr. 2011, n

o 2011-116 D
C. A

dde, Cons. 
const. 10‌ nov. 2017, A

ssoc. Entre Seine et Brotonne et a, 
n

o 2017-672 Q
PC : JurisD

ata n
o 2017-023267 - Cons. const. 

31‌ janv. 2020, U
nion des industries de la protection des 

plantes, n
o 2019-823 Q

PC : JurisD
ata n

o 2020-001036.

（
27
）　

二
〇
二
二
年
九
月
二
〇
日
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
（CE, 

20‌ septem
bre 2022, n

o 451129, Panchaud, préc.

）
は
、
こ
の

権
利
を
行
政
裁
判
法
典
Ｌ
．
五
二
一
―

二
条
の
意
味
に
お
け
る
基
本

的
な
自
由
権
で
あ
る
と
法
性
決
定
し
、
憲
章
の
一
条
に
基
づ
く
レ
フ

ェ
レ
―

リ
ベ
ル
テ
を
受
理
可
能
な
も
の
と
宣
言
し
た
。

（
28
）　Conseil constitutionnel, 13‌ m

ai 2022, n
o 2022-991 

Q
PC.

（
29
）　A

. G
aillet et D

. G
rim

m
, La décision C

lim
at de 

K
arlsruhe. Penser les droits fondam

entaux sur le long 
term

e : une réponse contentieuse à l’urgence clim
atique ?, 

A
JD

A
 2022 p.166.

（
30
）　CED

H
, gde ch., 17‌ juill. 2014, n

o 47848/08, Centre de 
ressources juridiques au nom

 de V
alentin Cam

peanu c/ 
Roum

anie, A
JD

A
 2014. 1763, chron. L. Burgorgue-Larsen. 

Rappr. A
rrêt K

lim
a.

（
31
）　

欧
州
人
権
条
約
違
反
の
被
害
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
欧
州

人
権
裁
判
所
は
、
反
対
に
、
ダ
ム
の
建
設
に
反
対
す
る
た
め
の
訴
訟

に
お
い
て
、
構
成
員
を
代
表
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
つ

い
て
、
よ
り
柔
軟
な
立
場
を
示
す
（CED

H
, 27‌ avril 2004, 

Gorraiz Lizarraga et autres c. Espagne, req. n
o 62543/00

）。

と
は
い
え
、
保
護
さ
れ
る
の
は
や
は
り
個
人
の
利
益
な
の
で
あ
っ
て
、

こ
の
場
合
に
お
い
て
集
団
的
利
益
は
、
個
別
的
利
益
の
集
合
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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（
32
）　

一
般
利
益
を
保
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
グ
リ
ー
ン
ピ
ー
ス
に
つ

き
、
援
用
さ
れ
得
る
権
利
は« droits » « de caractère civil »

の
み
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
訴
訟
不
受
理
と
さ
れ
た

（CED
H
, 13‌ déc. 2011, Greenpeace France c. France, req. 

n
o 55243/10

）。

（
33
）　Sur ce point, v. not. les droits de l’hom

m
e au 

fondem
ent d’actions clim

atiques, sur ce point, C. Cournil, 
Les convergences  des actions clim

atiques  contre l’Etat. 
E
tude com

parée du contentieux national, in A
près 

l’A
ccord de Paris, quels droits face au changem

ent 
clim

atique, R.J.E., n
o spéc. 2017, spéc. p. 243 et s.

（
34
）　CN

CD
H
, A

vis « U
rgence clim

atique et les droits de 
l’hom

m
e », 27‌ m

ai 2021 ; A
PCE, Recom

m
andation 1885 

［2009

］, Elaboration d’un protocole additionnel à la CED
H
 

relatif au droit à un environnem
ent sain, 

§ 10.

（
35
）　C

E
, 3‌ août 2021, n

o 330566, E
nvironnem

ent et 
développem

ent durable, 2011, com
m

., 124, note P. 
T
rouilly.


